
 

令和７年２月５日 

会 員 各 位  

                           港 区 剣 道 連 盟  

 

令和７年度スポーツ安全保険加入のご案内 

 

 当連盟では、会員の皆様が安心して稽古に励むことができるよう連盟として

スポーツ安全保険に加入しています。保険の概要及び加入手続きは下記のとお

りです。なお、スポーツセンター側でも下記の保険に加入していますので、ご

参考までにお知らせいたします。 

＜参考＞スポーツセンターで加入している傷害保険（保険料はスポーツセンターが負担） 

①被保険者（補償の対象者）  

スポーツセンターが主催する指導員付き練習会の指導員及び参加者  

（例）スポーツセンター及び氷川武道場での定期練習会（少年対象のものを含む） 

    区民無料公開日の指導員付きの個人公開  

②補償内容 死亡・後遺障害保険金 ２００万円 

入院保険金  2,500 円/日  通院保険金 1,500 円/日 

記 

１ スポーツ安全保険の概要（詳細は裏面をご参照ください）  

①保険名：スポーツ安全保険 

②年間掛金：６４歳以下 １８５０円、６５歳以上 １２００円 

       ※年齢は令和 7 年 4 月 1 日現在の満年齢です。 

③保険責任期間：令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日（1 年更新） 

④補償内容：港区剣道連盟管理下（港区スポ－ツセンタ－、氷川武道場等）の活

動中及び活動への往復中の事故に関して、下記の補償があります（国内に限る。

学校管理下の事故を除く）。  

ア 傷害保険（活動中のケガ等を補償） 

イ 賠償責任保険（活動に伴い生じた損害賠償責任を補償） 

ウ 突然死葬祭費用保険（活動中の突然死により親族が負担した葬祭費用） 

２ 加入手続き 

①申込期間：令和７年３月４日（火）～３月１８日（火）（厳守） 

②申込み方法：港区スポーツセンターの定期練習会（火曜及び木曜）の際に、

下記申込書に必要事項を記入の上、保険掛金（1 人 1850 円又は 1200 円）を

添えて、役員にお申込みください。なお、申込みの際は、つり銭のないよう

お願いいたします。 

※定期練習会での申込みが困難な場合は、下記の問合せ先にご連絡ください。  

        ＜問合せ先＞ info@minatoku-kendo.com 

切り取り線 

スポーツ安全保険加入申込書  令和  年  月  日 

 下記のとおり、スポーツ安全保険への加入を申し込みます。 

氏名 性別 生年月日 保険掛金 連絡先電話 

     

     

     

 



 

令和 7 年 2 月 5 日 

スポーツ安全保険の概要（令和 7 年度）     港区剣道連盟 

１ 保険名：スポーツ安全保険 

２ 契約者：公益財団法人 スポーツ安全協会 

３ 被保険者（補償の対象となる人） 

港区剣道連盟の会員（準会員を含む）で、加入手続きをした人 

４ 年間掛金 （令和 7 年 4 月 1 日現在の満年齢を基準とします）  

６４歳以下 １,８５０円  ６５歳以上 １,２００円 

５ 補償内容 

団体での活動中※及び団体活動への往復中の事故（国内に限る）に関して、

下記の補償があります（学校管理下の事故を除く）。 

※団体での活動：港区剣道連盟の管理下の活動に限ります。従って、個人的な練習

等は対象外となります。（対象範囲の例：港区スポーツセンター、氷川武道場等で

の定期練習会、港区剣道大会、審査会等）  

①傷害保険 

・対象：被保険者が団体の活動中及び往復中に急激で偶然な外来の事故によ

り被った傷害（熱中症、食中毒を含む）による死亡、後遺障害、入院、手術、

通院 （注）むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないものや急激・偶然・外来

の要件を満たさないスポーツ特有の障害は対象外です。  

・保険金 

＜64 歳以下＞ 死亡 2000 万円、後遺障害（最高）3000 万円 

入院日額 4000 円（上限 180 日）、通院日額 1500 円（上限 30 日） 

＜65 歳以上＞ 死亡 600 万円、後遺障害（最高）900 万円 

入院日額 1800 円（上限 180 日）、通院日額 1000 円（上限 30 日） 

②賠償責任保険 

・対象：被保険者が団体の活動中及び往復中に、他人にケガをさせたり、他

人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合 

（注）自動車（バイク、原付自転車を含む）運転に伴う賠償責任は対象外です。  

・支払い限度額：対人・対物賠償 合算 1 事故 5 億円（ただし対人賠償は 1

人 1 億円） 

③突然死葬祭費用保険 

・対象：被保険者が、団体の活動中及び往復中に突然死（急性心不全、脳内出

血など）した場合で、被保険者の親族が葬祭費用を負担したとき（団体活動中・

往復中に顕著な体調変化が確認され、そのときから 24 時間以内に死亡した場合を

含む）。 

・保険金：被保険者の親族が負担した葬祭費用の実費（上限 180 万円） 

６ 保険責任期間 

  令和 7 年 4 月 1 日午前 0 時より令和 8 年 3 月 31 日午後 12 時まで 

７ 加入手続き 

港区剣道連盟が一括して行いますので、指定期間内に申込書及び掛金を担当

者に提出してください。 


